
　

4
月
は
入
学
・
就
職
・
転
勤
に

よ
り
住
所
を
移
す
方
が
多
く
な
り

ま
す
。

　

住
民
票
の
異
動
届
出
は
国
民
健

康
保
険
、
国
民
年
金
、
選
挙
人
名

簿
へ
の
登
録
な
ど
の
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
基
礎
と
な
り
、
大
切
な
手
続

き
と
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
10
月
以
降
に
は
、
「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
」
が
住
民
票
の
住
所

に
通
知
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
正

確
な
住
所
の
登
録
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
住
民
票
の
異
動
届
出
を

忘
れ
ず
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

引
越
し
の
際
は
、住
民
票
の

異
動
を
忘
れ
ず
に

　

仕
事
な
ど
の
都
合
に
よ
り
、
役
場
の
業
務
時
間
内
に
来
訪
で
き
な
い
場
合
は
、
事
前
に
電
話
予
約
す
る
こ

と
に
よ
り
、
平
日
夜
間
や
休
日
に
証
明
書
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
電
話
予
約
で
交
付
で
き
る
証
明
書
と
電
話
予
約
先
】

①
住
民
票
・
戸
籍
の
附
票

　
　

八
雲
町
役
場
：
住
民
生
活
課 

戸
籍
住
民
係
、
熊
石
総
合
支
所
：
住
民
サ
ー
ビ
ス
課 

戸
籍
保
険
係

②
税
関
係
証
明
書

　

●
所
得
証
明
書
、
課
税（
非
課
税
）証
明
書
、
所
得
・
課
税（
非
課
税
）証
明
書
、
児
童
手
当
用
証
明
書

　
　

八
雲
町
役
場
：
財
務
課 

課
税
第
一
係

　

●
固
定
資
産
評
価
証
明
書
、
固
定
資
産
公
課
証
明
書
、
固
定
資
産
名
寄
台
帳
の
写
し

　
　

八
雲
町
役
場
：
財
務
課 

課
税
第
二
係

　

●
納
税
証
明
書　

八
雲
町
役
場
：
財
務
課 

納
税
係

　

※
熊
石
総
合
支
所
：
地
域
振
興
課 

税
務
係
に
て
右
記
税
関
係
証
明
書
の
予
約
が
で
き
ま
す
。

【
電
話
予
約
の
受
付
時
間
】
平
日
：
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

　

※
証
明
書
を
受
け
取
り
に
来
る
お
お
む
ね
1
週
間
前
か
ら
受
付
し
ま
す
。

【
予
約
で
き
る
方
及
び
証
明
書
を
受
け
取
る
方
】

　

ご
本
人
ま
た
は
同
一
世
帯
員
の
方

　

※
戸
籍
附
票
の
み
は
、
ご
本
人
ま
た
は
同
一
戸
籍
の
方
に
な
り
ま
す
。

　

※
ご
本
人
確
認
書
類
、
印
鑑
が
必
要
で
す
。（
運
転
免
許
証
・
健
康
保
険
証
な
ど
）

【
証
明
書
を
受
け
取
る
場
所
と
時
間
】

①
場
所（
予
約
先
で
の
受
け
取
り
と
な
り
ま
す
）

　

八
雲
町
役
場
：
夜
警
員
室
、
熊
石
総
合
支
所
：
担
当
課
窓
口

②
時
間　

平
日
：
午
後
5
時
15
分
〜
午
後
8
時
ま
で
、
休
日
：
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
8
時
ま
で

【
そ
の
他
】

※
落
部
支
所
で
は
、
夜
間
や
休
日
に
は
職
員
が
不
在
で
す
の
で
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ

　

ん
。
落
部
地
区
の
予
約
と
受
け
取
り
は
本
庁
役
場
で
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
証
明
書
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
別
に
添
付
書
類
を
必
要
と
す
る
な
ど
対
応
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

　

で
、
申
し
込
み
の
際
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
電
話
予
約
の
ほ
か
郵
便
で
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、
請
求
方
法
に
つ
い
て
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

　

さ
い
。

日
中
窓
口
に
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
へ

電
話
予
約
で
住
民
票
や
税
関
係
の

　
　
　
　

証
明
書
を
交
付
し
て
い
ま
す

住民票の異動届出（例）

※届出の際は、届出人の本人確認を行いますので、運転免許証等
　の書類をお持ちください。
※一時的な就学（大学等）・就労の場合であっても、１年以上別
　の住所に住む場合は住民票の異動届が必要となります。
※ご不明な点は、問い合わせください。

①転出前に
八雲町で転出届を提出
転出証明書を受け取る

八雲町から転出される場合

八雲

転居した日から１４日以内に
転居届を提出

八雲町内で転居される場合

八雲

②転入した日から
１４日以内に札幌市へ
転出証明書を添えて
転入届を提出

札幌

①転出前に
札幌市で転出届を提出
転出証明書を受け取る

八雲町へ転入する場合

八雲 ②転入した日から
１４日以内に八雲町へ
転出証明書を添えて
転入届を提出

札幌
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